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R6.8 ガイドライン改訂の概要 ※文部科学省HPより
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R7.8 再調査報告書における指摘事項

①基本的ないじめ法制度に対する理解の醸成
②いじめ対応の現場での実践を可能にする
体制づくり

③重大事態調査の第三者委員会の構成
④重大事態調査の記録の扱い

ガイドラインの改訂

再調査報告書の指摘事項

習志野市いじめ防止
基本方針の改定
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改定のポイント①

いじめの定義→いじめ防止対策推進法の定義

＋「いじめの態様」の記載

いじめを判断する上での「留意点」を追加
例）
 いじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行わ
ず、いじめられた児童生徒及び保護者の立場に立つ必
要がある

 本人がいじめを否定する場合がある
 「一定の人間関係」についての説明

など、９項目の留意点等を追記
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改定のポイント②

学校におけるいじめの防止等の対策のための
組織

具体的役割を明記
例）いじめの相談、通報の窓口
情報の収集、記録、共有を行う など

いじめの解消について判断する際の留意点
を追加
国の基本方針に基づき、「いじめに係る行為が少なく
とも３か月止んでいること」、「被害本人及び保護者に
確認し、心身の苦痛を感じていないこと」
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改定のポイント③

いじめを把握してからの対応→文章表記のみ

「いじめ認知後の組織的対
応図（フローチャート）」
を追加

各学校においても
このフローチャートを
学校いじめ防止基本方針に
追加する
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改定のポイント④

いじめ重大事態への対処

調査の主体等
→調査の流れを文章化
＋重大事態対応フロー

提出する様式や県・国への
報告の手順も明記
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改定のポイント⑤

その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項

調査結果等の資料の保存について
 第三者委員会の重大事態調査において、
全文筆記の会議録の作成の徹底を追加
→学校のいじめ対策組織も同様

 記録の保管期間は義務教育期間を踏まえ、
「10年間保管」を追加
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改定のポイント⑤

「１０年間保管」の考え方

「重大事態」として認知した年度以降１０年間保管

発生

１０年間

過去のアンケート
 過去のいじめアンケートであっても重大事態に係る場合、重
大事態調査に必要な資料となるため、１０年保管対象

 いじめアンケートのみならず、重大事態に係る過去の資料が
ある場合には１０年保管の対象となる。
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改定のポイント⑥ 『いじめ重大事態対策チーム』

第三者委員会による
いじめ重大事態調査

事務局：教育総務課

実際のいじめ調査への指導助言を
行う立場の指導課ではない課が事
務局を担う

中立性・公平性を担保

調査・対応チーム

いじめ担当課だけでなく、学校・教
職員担当課などそれぞれの課が持
つ機能を生かし、いじめ問題に対応
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習志野市いじめ防止基本方針の改定への動き

令和８年１月 教育委員会会議で議決
２月 校長会議・総合教育会議で報告

令和８年２月下旬 ＨＰ公表

令和８年度各学校いじめ防止基本方針見直し


